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総選挙の争点
１、消費税増税　　「先送り」ではなくキッパリ中止を。富裕層や大企業に応分の負担を求め、大企業の内部留保の一部を活用して、労働者の所得を増やし、経済を活性化させる。
２、アベノミクス　「成長」したのは大企業と大株主だけで格差が拡大した。景気回復には、① 人間らしく働けるルールをつくる、② 社会保障の充実、③ ＴＰＰ撤退、農業と中小企業の振興、をはかる。
３、集団的自衛権　憲法９条を生かした平和外交で、「海外で戦争する国づくり」を許さない。
４、原発再稼働　　原発再稼働は許さない。「原発ゼロ」を決断し、再生可能エネルギーの普及を進める。
５、沖縄基地　　　辺野古への新基地建設を止めさせ、普天間基地は閉鎖・撤去する。
それに「政治とカネ」　憲法違反の政党助成金は廃止し、企業・団体献金は禁止すべきです。
教育問題も忘れずに　　「愛国心」を掲げた教育基本法に基づく安倍政権の「教育再生」に待ったをかける。（教育委員会の改変、教科書の検定基準、道徳を教科など。）
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
２０１４年１２月議会スケジュール

１２月１６日（火）―１８日（木）午前１０時  本会議、議案質疑・一般質問
１２月１９日（金）、 ２２日（月）午前１０時　各常任委員会　２４日予備日
１２月２６日（金）　午前１０時　各派代表者会議、議会運営委員会
１２月２６日（金）　午後　１時 本会議(委員長報告、質疑、討論、採決)閉会
これに先立ち、下記の会議が行われます。

１２月　８日（月）　午前１０時　各派代表者会議
１２月　９日（火）―１０日（水）午前１０時　本会議開会（役員改選、議案上程、説明）
議長、副議長が決められ、議員の所属常任委員会が決まります。又、各委員会委員や組合議員も決定します。特に、今議会では１０日に、即決議案があります。職員給与や議員の期末手当を引き上げる議案が、委員会付託をせずに、本会議で決められる予定です。
【議 案 と 報 告】
１２月議会に提出される議案は２７議案と報告(略)４件です。
専決処分の報告及び承認を求めるについて、１議案（一般会計補正予算、総選挙関係）。補正予算１１議案（一般会計２、国保特会２、農業集落排水特会１、介護特会２、後期高齢者医療特会１、水道会計２、下水道会計１、で総額６億８５００万円増）。条例の制定（健康増進施設ＰＦＩ事業選定委員会、教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例）２議案。条例の廃止（多度福祉会館、勤労青少年ホーム条例）２議案。条例の一部改正（市議会議員の議員報酬・費用弁償及び期末手当に関する条例、市職員給与条例及び市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、組織条例、個人情報保護条例、国民健康保険税条例、国民健康保険条例、消防団員等公務災害補償条例、市立幼稚園条例、水道水源保護条例）９議案。四日市市及び桑名市消防通信司令事務協議会規約の変更に関する協議について、新市建設計画の変更について、の各１議案です。（裏面に今議会の議案の問題点を指摘）
一般会計補正は３つあり、選挙費約４０００万円（専決処分）、人件費２億８００万円（１０日に即決予定）と一般的な３億４０００万円（国県支出金返還９０百万、私立保育園施設運営８１百万円、児童通所支援４０百万円、土木江場安永線３９百万円、市税過誤納還付２０百万円、農地中間管理事業１５百万円、道路施設維持補修１３百万円など）です。他に水道事業で５６００万円あります。
「生存権がみえる会」設立一周年を迎えて　１２月３日津で
（三重短大、長友、三宅先生より）
みえる会が結成されて一周年を迎える。裁判支援のみならず世論形成が大切との観点から学習会や相談会などを開催し活動してきた。一年継続してきたこと自体は良かった。しかし、社会保障を取り巻く現代の状況をみると喜んでばかりはいられない。
来月からは裁判がいよいよ始まる。憲法が私たちのためにあるのかどうかが問われている。憲法を武器としてやる。生活保護へのバッシングは今もあるが、近年は制度改悪に反対する声について取り上げる報道も広がってきたように思う。生活保護基準は就学援助をはじめ様々な公共サービスの利用基準に影響する。その意味で生活保護制度に関係のない人なんていない。その制度を利用するかしないか、その違いに過ぎない。このことについて広く市民の理解を広げていく必要がある。
会設立一周年を迎え、権利としての側面から生存権の実現に取り組んでいく、その決意を改めて確認する今日という日にしたい。
（原告、参加者の発言から）
宮﨑さん（原告）：生活保護基準の引き下げ前でもギリギリの生活をしてきた。そういう生活なのに基準が引き下げられた。自分の生活が苦しいのはもちろんだが、就学援助など他の制度の影響を受けてしまう人たちのことも思ってこの裁判をたたかっていきたい。
今井さん（生活と健康を守る会）：自分は生活保護の基準以下で生活している。とても貧困な生活をしている。住民税が非課税から課税となって経済的な苦しさを非常に感じる。あまりおかずを買うことができないのでその足しにするため、野草を取ってきて自分のうちの庭に生やすなどして工夫している。
横山さん（生活と健康を守る会）：生活保護は権利である。貧困を克服してきた世界の歴史、その積み重ねを認識しなければならない。日本はまだその考え方が定着しているとは言えない。
（今後の予定）

１月２１日（水）時刻、場所　未定　決起集会（学習会）井上英夫先生講演
１月２２日（木）１０：３０～第１回口頭弁論　場所　津地方裁判所
３月１９日（木）１１：００～第２回口頭弁論　場所　津地方裁判所
（第９回「生存権がみえる会」事務局会議議事録より）
１２月議案の問題点
1、 国民健康保険税条例の一部改正（三重県下で一番高い保険税の改定）
説明には、「財政健全化計画に基づき、法令に則った適正な税率になるよう」改正を行うとあり、私たちが求めている「１人１万円の引下げ」には程遠いものであり、基金だけが使われていく。誰の為の改定なのか追及していく。
2、 組織条例の一部改正、教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
教育委員会が所管する生涯学習、スポーツ振興、文化に関する事務を市長事務部課（総務部）に移管させるもの。来年４月から教育委員会が大きく変わる訳ですが、これで良いのか充分議論すべきです。
3、 市職員給与、市長及び副市長の給与、市議会議員の期末手当条例の一部改正と一般会計補正予算（第４号）等
今年度、市民から１億円ほど補助金を削減し、職員等の給与等で２億円増は納得性があるのか。
１２月５日（金）朝日新聞三重版に掲載された長友先生のインタビユー記事
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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